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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　間仕切パネルを配置すべき屋内空間の天井に配置される天井レールと、床から天井に亘
るように且つ前記天井レールに沿って配置される複数の支柱と、隣接する支柱間に所定の
取付部材を介して取り付けられるパネルとを具備する間仕切パネルにおいて、
　天井に最も近いパネルの上端部が、前記支柱からそのパネルの厚み方向に離間すること
を抑制するための構造であって、
　天井レールに沿った寸法が隣接する支柱間の寸法よりも短い所定寸法を有し且つ前記天
井レールに着脱可能に取り付けられる中間部材と、前記中間部材に着脱可能に取り付けら
れるパネル離間抑制部材とを備え、
　前記天井レールに取り付けた中間部材に対して、さらにパネル離間抑制部材を取り付け
た状態で、
　前記パネル離間抑制部材の所定部に、前記パネルの上端部に係合して、その上端部が前
記支柱からそのパネルの厚み方向に離間することを抑制するパネル離間抑制手段を形成し
ていることを特徴とするパネルの離間抑制構造。
【請求項２】
　前記パネル離間抑制部材が、略起立する側壁を備えるものであって、この側壁に前記パ
ネル離間抑制手段を形成していることを特徴とする請求項１記載のパネルの離間抑制構造
。
【請求項３】
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　前記天井レールが、略垂下する垂下壁を備えるものであって、
　前記天井レール、中間部材及びパネル離間抑制部材をそれぞれ取り付けた状態で、天井
レールの垂下壁とパネル離間抑制部材の側壁とが前記パネルの上端部を挟持するように構
成したことを特徴とする請求項２記載のパネルの離間抑制構造。
【請求項４】
　前記天井レールが、長手方向に沿って各部等断面の下向きコ字型形状を有するものであ
って、
　前記中間部材の高さ寸法および奥行き寸法を、前記天井レールの高さ寸法および奥行き
寸法よりも小さく構成していることを特徴とする請求項１、２又は３いずれか記載のパネ
ルの離間抑制構造。
【請求項５】
　前記中間部材が、平面視略矩形状の頂板とこの頂板の両端縁から垂下させた一対の垂下
板とを備えた断面視下向きコ字状のものであり、また、前記パネル離間抑制部材が、平面
視略矩形状の底壁の両端縁から起立させた一対の端壁を備えるものであって、
　前記中間部材の垂下板の面部が前記天井レールの長手方向を向くように、この中間部材
を天井レールに取り付けるとともに、前記パネル離間抑制部材の端壁を、前記中間部材の
垂下板に取り付けることを特徴とする請求項４記載のパネルの離間抑制構造。
【請求項６】
　前記中間部材の垂下板と前記パネル離間抑制部材の端壁とを利用して、天井に対するパ
ネル離間抑制部材の取付高さ位置を調整可能な取付高さ位置調整手段を形成していること
を特徴とする請求項５記載のパネルの離間抑制構造。
【請求項７】
　前記中間部材の垂下板および前記パネル離間抑制部材の端壁のいずれか一方に、略丸孔
状に貫通した丸孔部を形成する一方、他方に、上下方向に長い略長孔状に貫通した長孔部
を形成するものであって、
　前記丸孔部及び長孔部と、これら両孔部に取り付けるネジとによって、前記取付高さ位
置調整手段を構成していることを特徴とする請求項６記載のパネルの離間抑制構造。
【請求項８】
　前記中間部材と前記パネル離間抑制部材とに、天井に対するパネル離間抑制部材の取付
高さ位置を調整可能な取付高さ位置調整手段を形成していることを特徴とする請求項１、
２、３、４又は５いずれか記載のパネルの離間抑制構造。
【請求項９】
　前記パネル離間抑制部材の側壁が、その先端部において外方に向けて略直角に屈曲する
鍔部を備えていることを特徴とする請求項１、２、３、４、５、６、７又は８いずれか記
載のパネルの離間抑制構造。
【請求項１０】
　前記パネルに、略矩形状の面板部の上縁から裏面側に略直角に向けて屈曲させた水平要
素及びこの水平要素の先端縁から連続して下方へ略直角に屈曲させた屈曲要素から成る断
面視Ｌ字状の被係合部を形成し、
　前記天井レールに取り付けた中間部材に対して、さらにパネル離間抑制部材を取り付け
た状態で、
　前記被係合部が、前記パネル離間抑制部材の所定部に係合されるようにしたことを特徴
とする請求項１、２、３、４、５、６、７、８又は９いずれか記載のパネルの離間抑制構
造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、間仕切パネルを構成するパネルの上端部が、そのパネルを取り付けている支
柱からそのパネルの厚み方向に離間することを抑制するためのパネルの離間抑制構造に関
するものである。



(3) JP 4086015 B2 2008.5.14

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　従来から、間仕切りパネルを配置すべき屋内空間の天井に配置される天井レールと、床
から天井に亘るように且つ前記天井レールに沿って配置される複数の支柱と、隣接する支
柱間に所定の取付部材を介して取り付けられるパネルとを具備する間仕切りパネルにおい
て、隣接する支柱の上端部間に横架材を横架させるとともに、天井レールと横架材とを取
り付け、さらに、この横架材に対して、天井に最も近いパネルの上端部を支持するための
パネル離間抑制部材を取り付けることにより、このパネル離間抑制部材によって、天井に
最も近いパネルの上端部が支柱から離れる方向に離間することを抑制するようにしたもの
が知られている。
【０００３】
　なお、上述したような従来技術は、現場において適宜実施されるものであり、特許文献
などとして開示されているものはない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このようなものでは、横架材をパネル幅に応じて用意する必要があり、
例えばこの横架材を設置場所に応じて採寸して都度製作しなければならない等、製作上、
非効率であるといった問題点を有している。また、横架材が長尺であるため、施工上も非
効率なものであるといった問題点を有している。
【０００５】
　本発明は、このような課題に着目してなされたものであって、主たる目的は、作業効率
の向上を図れ、全体としてのコストダウンも行いつつ、さらに、天井に最も近いパネルの
上端部が、支柱からそのパネルの厚み方向に離間することを抑制できるといったパネルの
離間抑制構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち、本発明のパネルの離間抑制構造は、間仕切パネルを配置すべき屋内空間の天
井に配置される天井レールと、床から天井に亘るように且つ前記天井レールに沿って配置
される複数の支柱と、隣接する支柱間に所定の取付部材を介して取り付けられるパネルと
を具備する間仕切パネルにおいて、天井に最も近いパネルの上端部が、前記支柱からその
パネルの厚み方向に離間することを抑制するための構造であって、天井レールに沿った寸
法が隣接する支柱間の寸法よりも短い所定寸法を有し且つ前記天井レールに着脱可能に取
り付けられる中間部材と、前記中間部材に着脱可能に取り付けられるパネル離間抑制部材
とを備え、前記天井レールに取り付けた中間部材に対して、さらにパネル離間抑制部材を
取り付けた状態で、前記パネル離間抑制部材の所定部に、前記パネルの上端部に係合して
、その上端部が前記支柱からそのパネルの厚み方向に離間することを抑制するパネル離間
抑制手段を形成していることを特徴とする。
【０００７】
　ここで、「天井に最も近いパネル」とは、複数のパネルを積み重ねるように支柱に取り
付けている場合には、最上段のパネルを指し、1枚のパネルを支柱に取り付けている場合
には、そのパネルを指すものと定義する。
【０００８】
　このようなものであれば、中間部材を小型化して安価にできる上、作業効率の向上を図
れ、全体としてのコストダウンも行いつつ、さらに、天井に最も近いパネルの上端部が、
支柱からそのパネルの厚み方向に離間することを抑制できるといった高性能なパネルの離
間抑制構造を提供することができる。
【０００９】
　なお、パネル離間抑制手段の望ましい態様としては、パネル離間抑制部材が、略起立す
る側壁を備えるものであって、この側壁に前記パネル離間抑制手段を形成しているものが
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挙げられる。このように構成したものであれば、このパネル離間抑制手段を簡単にパネル
を取り付けられるなど、特に作業効率の点で優れたものとすることができる。
【００１０】
　また、パネルをぐらつかせることなく確実に係合するためには、前記天井レールが、略
垂下する垂下壁を備えるものであって、前記天井レール、中間部材及びパネル離間抑制部
材をそれぞれ取り付けた状態で、天井レールの垂下壁とパネル離間抑制部材の側壁とが前
記パネルの上端部を挟持するように構成していることが望ましい。
【００１１】
　また、前記天井レールが、長手方向に沿って各部等断面の下向きコ字型形状を有するも
のであって、前記中間部材の高さ寸法および奥行き寸法を、前記天井レールの高さ寸法お
よび奥行き寸法よりも小さく構成しているものであれば、中間部材を天井レール内に位置
付けて隠蔽するようにすることができ、間仕切りパネルとしての外観を優れたものにでき
る。
【００１２】
　そして、前記中間部材が、平面視略矩形状の頂板とこの頂板の両端縁から垂下させた一
対の垂下板とを備えた断面視下向きコ字状のものであり、また、前記パネル離間抑制部材
が、平面視略矩形状の底壁の両端縁から起立させた一対の端壁を備えるものであって、前
記中間部材の垂下板の面部が前記天井レールの長手方向を向くように、この中間部材を天
井レールに取り付けるとともに、前記パネル離間抑制部材の端壁を、前記中間部材の垂下
板に取り付けたものであれば、天井レールと中間部材とパネル離間抑制部材とを、各部材
が不要に干渉することを防ぎつつ簡単に取り付けることができる。
【００１３】
　ところで、建築床面や天井面が不均一であっても、これに効果的に対応し得るためには
、前記中間部材の垂下板と前記パネル離間抑制部材の端壁とを利用して、天井に対するパ
ネル離間抑制部材の取付高さ位置を調整可能な取付高さ位置調整手段を形成していること
が好ましい。
【００１４】
　このときの取付高さ位置調整手段の具体的態様としては、前記中間部材の垂下板および
前記パネル離間抑制部材の端壁のいずれか一方に、略丸孔状に貫通した丸孔部を形成する
一方、他方に、上下方向に長い略長孔状に貫通した長孔部を形成するものであって、前記
丸孔部及び長孔部と、これら両孔部に取り付けるネジとによって、前記取付高さ位置調整
手段を構成しているものが挙げられる。
【００１５】
　取付高さ位置調整手段の他の具体的態様としては、前記中間部材と前記パネル離間抑制
部材とに、天井に対するパネル離間抑制部材の取付高さ位置を調整可能な取付高さ位置調
整手段を形成しているものが挙げられる。
【００１６】
　また、前記パネル離間抑制部材の側壁が、その先端部において外方に向けて略直角に屈
曲する鍔部を備えているものであれば、側壁の強度を確保して、パネルをしっかりと係合
することができる。また、この鍔部によって、パネルが、支柱からそのパネルの厚み方向
に近接することも抑制できる。
【００１７】
　さらに、前記パネルに、略矩形状の面板部の上縁から裏面側に略直角に向けて屈曲させ
た水平要素及びこの水平要素の先端縁から連続して下方へ略直角に屈曲させた屈曲要素か
ら成る断面視Ｌ字状の被係合部を形成し、前記天井レールに取り付けた中間部材に対して
、さらにパネル離間抑制部材を取り付けた状態で、前記被係合部が、前記パネル離間抑制
部材の所定部に係合されるようにしたものであれば、例えば、パネルを板金の折り曲げ加
工によって形成して、安価に提供することもできる。
【発明の効果】
【００１８】
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　以上説明したように本発明のパネルの離間抑制構造によれば、中間部材を小型化して安
価にできる上、作業効率の向上を図れ、全体としてのコストダウンも行いつつ、さらに、
天井に最も近いパネルの上端部が、支柱からそのパネルの厚み方向に離間することを抑制
できるといった高性能なパネルの離間抑制構造を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００２０】
　本発明に係るパネルの離間抑制構造は、図１、図２、図３に示すように、間仕切パネル
Ａを配置すべき屋内空間（例えばオフィス空間など）の天井Ｃに取り付ける天井レール１
と、この天井レール１に沿って配置される複数の支柱２と、これら複数の支柱２に対して
横架させた複数の横フレーム３と、隣接する支柱２間に取り付ける複数のパネル４とを具
備する間仕切パネルＡにおいて、天井Ｃに最も近い最上段のパネル４の上端部が、前記支
柱２からそのパネル４の厚み方向に離間することを抑制するための構造として適用される
ものであって、中間部材５とパネル離間抑制部材６とを備えてなる。
【００２１】
　以下、具体的に各部について説明すると、天井レール１は、図１、図２、図４、図５に
示すように、平面視略矩形状の頂壁１１とこの頂壁１１の両側縁から略垂下する垂下壁１
２とを備えた長手方向に沿って各部等断面の下向きコ字型形状をなすものであって、アル
ミ押出材等を所定の長さ寸法に切断して形成してなる。なお、本実施形態では、頂壁１１
に設けた貫通孔（図示せず）とネジＮＮとを利用して、この天井レール１を天井Ｃに取り
付けるようにしているが、天井Ｃに取り付ける方法はこれに限られるものではない。
【００２２】
　支柱２は、図２、図３に示すように、床Ｆ－天井Ｃ間の寸法よりも若干短い寸法を有す
るとともに、長手方向に沿って各部等断面形状をなすものであって、アルミ押出材等を所
定の長さ寸法に切断して形成してなる。そして、パネル４を取り付けるための取付孔（図
示せず）を、この支柱２の対向する側面に複数備えるようにしている。この取付孔は、パ
ネル４と支柱２との間に介在し、支柱２にパネル４を取り付け得るようにした所定の取付
部材たる掛止具Ｇ（例えば、特開２０００－１７０２８９に記載の掛止具。説明の便宜上
破線で示している。）を取り付け可能なものであって、本実施形態では、この取付孔を縦
長矩形状のものとし、且つ、支柱２の側面に、その長手方向に沿って所定ピッチで複数並
べて形成されるようにしているが、その形状や配置個数や配置方法などはこれに限られる
ものではない。また、本実施形態では、この支柱２を幅木７に支持させているが、幅木７
を用いずに床Ｆに直接支持させてもよい。
【００２３】
　横フレーム３は、図２に示すように、長手方向に沿って各部等断面の下向きコ字型形状
をなすものであって、アルミ押出材等を所定の長さ寸法に切断して形成してなる。
【００２４】
　パネル４は、板金素材の折り曲げ加工等により形成したものであって、図１、図２、図
３、図５に示すように、横長略矩形状の面板部４１を備えるとともに、この面板部４１の
上端部に断面視Ｌ字状の被係合部４２を形成してなる。前記被係合部４２について詳述す
るとこの被係合部４２は、前記面板部４１の上縁から裏面側に略直角に向けて屈曲させた
水平要素４２１とこの水平要素４２１の先端縁から連続して下方へ略直角に屈曲させた屈
曲要素４２２とを備えてなる。また、本実施形態では、面板部４１の両側縁部に、前記被
係合部４２と同様の断面形状を有する取付部４３を形成している。この取付部４３は、前
記面板部４１の側縁から裏面側に略直角に向けて屈曲させた起立要素４３１とこの起立要
素４３１の先端縁から連続して下方へ略直角に屈曲させた第２屈曲要素４３２とを備えて
なる。そして、第２屈曲要素４３２には、前記掛止具Ｇを取り付け可能な略矩形状に開口
する係止孔（図示せず）を形成してある。さらに、面板部４１の裏面側には、この面板部
４１を補強するための略箱体をなす補強材４ｘ（説明の便宜上、斜めハッチで示している
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。）を備えるようにしているが、この補強材４ｘの形状などは任意でよく、また、この補
強材４ｘを備えないものであっても良い。
【００２５】
　中間部材５は、図２、図４、図５に示すように、平面視略矩形状の頂板５１とこの頂板
５１の両端縁から垂下させた一対の垂下板５２とを備えた断面視下向きコ字状のものであ
って、板金素材の折り曲げ加工等により形成している。なお、本実施形態では、この中間
部材５の高さ寸法５ｈおよび奥行き寸法５ｗを、前記天井レール１の高さ寸法１ｈおよび
奥行き寸法１ｗよりも小さく構成している。また、垂下板５２の略中央には、丸孔状に貫
通した丸孔部５ａを形成しており、この丸孔部５ａ及び後述するパネル離間抑制部材６の
端壁６３に形成した長孔部６ａと、これら両孔部５ａ、６ａに取り付けるタッピングネジ
ＴＮとによって、天井Ｃに対するパネル離間抑制部材６の取付高さ位置を調整可能な取付
高さ位置調整手段を構成している。さらに、頂板５１には、この中間部材５を天井レール
１に取り付けるためのネジＮ１を挿通可能な挿通孔５ｂを２つ形成している。
【００２６】
　パネル離間抑制部材６は、図２、図４、図５に示すように、平面視略矩形状の底壁６１
と、この底壁６１の両側縁および両端縁からそれぞれ起立させた一対の側壁６２及び一対
の端壁６３とを備えるものであって、板金素材の折り曲げ加工等により形成している。ま
た、本実施形態では、前記側壁６２が、その先端部において外方に向けて略直角に屈曲す
る鍔部６２１を備えるようにしている。そして、この鍔部６２１が、当該側壁６２の変形
を防ぐ補強リブとしての機能を発揮するとともに、この鍔部６２１を含む側壁６２の上端
部が、パネル離間抑制部材６の所定部として、前記パネル４の上端部に係合して、その上
端部が前記支柱２からそのパネル４の厚み方向に離間することを抑制するパネル離間抑制
手段としての機能を発揮するようにしている。また、端壁６３の略中央には、上下方向に
長い略長孔状に貫通した長孔部６ａを形成している。
【００２７】
　なお、側壁６２と端壁６３とをそれぞれの側縁において不連続なものとしているが、側
壁６２の側縁と端壁６３の側縁とをそれぞれ連続させて、当該パネル離間抑制部材６を、
上方を開口させた略箱体状のものとして、例えば、強度を確保することを妨げない。
【００２８】
　以上のように構成されるパネルの離間抑制構造を適用した間仕切りパネル４について、
その使用方法を以下に説明する。
【００２９】
　（１）中間部材５およびパネル離間抑制部材６の取付方法の一例。
【００３０】
　なお、ここでは、中間部材５の天井レール１に沿った寸法５ｘおよびパネル離間抑制部
材６の天井レール１に沿った寸法を、隣接する支柱２間の寸法よりも短い１０ｃｍ程度の
寸法とするとともに、各部材５、６を最上段に取り付けるパネル４に対して１つずつ配置
するようにしている。
【００３１】
　まず、天井レール１に中間部材５を取り付ける。具体的には、中間部材５の頂板５１を
天井レール１の頂壁１１に重合させつつ、頂板５１に形成してある挿通孔５ｂと頂壁１１
に形成してある貫通孔（図示せず）とを一致させる。そして、これら挿通孔５ｂおよび貫
通孔とネジＮ１とを利用して、天井レール１に中間部材５を取り付ける。このとき、中間
部材５の天井レール１に沿った寸法５ｘが、隣接する支柱２間の寸法ＷＤ（図３参照）よ
りも短い所定寸法を有するようにしているため、例えば、天井レール１に沿った寸法を隣
接する支柱２間の寸法ＷＤと略同等としたものと比べ、軽くて取り扱い易い。
【００３２】
　次に、天井レール１に取り付けた中間部材５に対して、パネル離間抑制部材６を取り付
ける。具体的には、パネル離間抑制部材６の端壁６３を中間部材５の垂下板５２に重合さ
せつつ、パネル離間抑制部材６の端壁６３に形成してある長孔部６ａと中間部材５の垂下
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板５２に形成してある丸孔部５ａとを一致させる。そして、これら長孔部６ａおよび丸孔
部５ａとタッピングネジＴＮとを利用して、天井レール１に取り付けた中間部材５に対し
て、パネル離間抑制部材６を取り付ける。
【００３３】
　なお、タッピングネジＴＮを、長孔部６ａの上端側で丸孔部５ａに取り付ければ、パネ
ル離間抑制部材６を天井Ｃから離間する位置に位置付けることができ、又、長孔部６ａの
下端側で丸孔部５ａに取り付ければ、そのパネル離間抑制部材６を天井Ｃに近接する位置
に位置付けることができる。すなわち、これら長孔部６ａおよび丸孔部５ａとタッピング
ビスとが、天井Ｃに対するパネル離間抑制部材６の取付高さ位置を調整可能な取付高さ位
置調整手段としての機能を発揮する。
【００３４】
　（２）パネル４の取付方法の一例。
【００３５】
　格子状に組まれた複数の支柱２および横フレーム３に対して、複数のパネル４を、掛止
具Ｇを利用して最下段から順次積み重ねるようにして支柱２に取り付けていく。このとき
、掛止具Ｇの一端側を、支柱２の側面に形成した取付穴に係合させ、他端側をパネル４の
第２屈曲要素４３２に形成した係止孔に係合させることにより、パネル４を支柱２に取り
付けるようにしている。
【００３６】
　次に、最上段にパネル４を取り付ける方法について具体的に説明すると、まず、パネル
４を、その上端側の被係合部４２が、パネル離間抑制部材６の側壁６２の上端縁よりも高
い位置になるようにする。そして、その被係合部４２の屈曲要素４２２を、天井レール１
の垂下壁１２とパネル離間抑制部材６の側壁６２との間に形成される隙間Ｓに入れると、
その被係合部４２が、パネル離間抑制部材６の側壁６２の上端部に係合されることとなる
。
【００３７】
　なお、このように、パネル４の被係合部４２をパネル離間抑制部材６の側壁６２の上端
部に係合させた状態で、そのパネル４に対して、支柱２から離間させる方向に力を加えて
も、パネル離間抑制部材６の側壁６２の上端部に、側壁６２の変形を防ぐ補強リブとして
の機能を発揮する鍔部６２１を設けているため、パネル４の上端部が支柱２から離間する
ことを効果的に抑制できる。
【００３８】
　このように、本実施形態に係るパネルの離間抑制構造は、天井Ｃに最も近いパネル４の
上端部を係合するようにしたパネル離間抑制部材６を取り付けるための中間部材５を、天
井レール１に沿った寸法５ｘが隣接する支柱２間の寸法ＷＤよりも短い所定寸法を有する
ように構成しているため、隣接する支柱２間と略同一の寸法を有する横架材を用いる場合
と比べて、施工を効率よく行うことができる。また、この中間部材５は、従来の横架材の
ように隣接する支柱２に対して取り付けるのではなく、天井レール１に直接取り付けられ
るものであるので、従来の横架材のようにパネル４幅に応じて用意する必要もない。すな
わち、中間部材５を設置場所に応じて採寸して都度製作する必要がなく、製作上の非効率
さも生じない。
【００３９】
　したがって、中間部材５を小型化して安価にできる上、作業効率の向上を図れ、全体と
してのコストダウンも行いつつ、さらに、天井Ｃに最も近いパネル４の上端部が、支柱２
からそのパネル４の厚み方向に離間することを抑制できるといった高性能なパネルの離間
抑制構造を提供することができる。
【００４０】
　また、パネル離間抑制部材６が、略起立する側壁６２を備えるものであり、この側壁６
２に前記パネル離間抑制手段を形成しているため、このパネル離間抑制部材６を、簡単に
パネル４を取り付けられるなど、特に、作業効率の点で優れたものとすることができる。
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【００４１】
　また、天井レール１が、略垂下する垂下壁１２を備えるものであって、天井レール１、
中間部材５及びパネル離間抑制部材６をそれぞれ取り付けた状態で、天井レール１の垂下
壁１２とパネル離間抑制部材６の側壁６２とが前記パネル４の上端部を挟持するように構
成しているため、パネル４をぐらつかせることなく確実に係合することができる。
【００４２】
　また、天井レール１が、長手方向に沿って各部等断面の下向きコ字型形状を有し、中間
部材５の高さ寸法および奥行き寸法を、前記天井レール１の高さ寸法および奥行き寸法よ
りも小さく構成しているため、中間部材５を天井レール１内に位置付けて隠蔽して、間仕
切りパネル４としての外観を優れたものにできる。
【００４３】
　また、中間部材５が、平面視略矩形状の頂板５１とこの頂板５１の両端縁から垂下させ
た一対の垂下板５２とを備えた断面視下向きコ字状のものであり、また、パネル離間抑制
部材６が、平面視略矩形状の底壁６１の両端縁から起立させた一対の端壁６３を備えるも
のであり、さらに、中間部材５の垂下板５２の面部５２１が天井レール１の長手方向を向
くように、この中間部材５を天井レール１に取り付けるとともに、前記パネル離間抑制部
材６の端壁６３を、前記中間部材５の垂下板５２に取り付けるように構成しているため、
天井レール１と中間部材５とパネル離間抑制部材６とを、各部材が不要に干渉することを
防ぎつつ簡単に取り付けることもできる。
【００４４】
　そして、中間部材５の垂下板５２に、略丸孔状に貫通した丸孔部５ａを形成する一方、
パネル離間抑制部材６の端壁６３に、上下方向に長い略長孔状に貫通した長孔部６ａを形
成し、丸孔部５ａ及び長孔部６ａと、これら両孔部５ａ、６ａに取り付けるタッピングネ
ジＴＮとによって、取付高さ位置調整手段を構成しているため、例えば、建築床Ｆ面や天
井Ｃ面が不均一であっても、これに効果的に対応することができる。
【００４５】
　また、パネル離間抑制部材６の側壁６２が、その先端部において外方に向けて略直角に
屈曲する鍔部６２１を備えているため、側壁６２の強度を確保して、パネル４をしっかり
と係合することができる。また、この鍔部６２１によって、パネル４が、支柱２からその
パネル４の厚み方向に近接することも抑制できる。
【００４６】
　加えて、パネル４に、略矩形状の面板部４１の上縁から裏面側に略直角に向けて屈曲さ
せた水平要素４２１及びこの水平要素４２１の先端縁から連続して下方へ略直角に屈曲さ
せた屈曲要素４２２から成る断面視Ｌ字状の被係合部４２を形成し、天井レール１に取り
付けた中間部材５に対して、さらにパネル離間抑制部材６を取り付けた状態で、被係合部
４２が、パネル離間抑制部材６の側壁６２の上端部に係合されるようにしているため、パ
ネル４を板金の折り曲げ加工によって安価に提供することもできる。
【００４７】
　なお、本発明は、以上に詳述した実施形態に限られるものではない。
【００４８】
　例えば、パネル４を、その面板部４１の表面側などにクロスを設けたクロス貼りパネル
４としてもよい。また、パネル４の面板部４１を、ガラス製のものとしてもよい。
【００４９】
　さらに、パネル４を横長矩形状のものとしているが、縦長矩形状のものとすることを妨
げない。
【００５０】
　またさらに、隣接する支柱２間において、複数のパネル４を積み重ねるようにしてそれ
ら支柱２に取り付けているが、隣接する支柱２間には、その支柱２と略同じ高さ寸法を有
するパネル４を1枚のみ取り付けるようにしてもよい。
【００５１】
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　また、本実施形態のように、隣接する支柱２間に最大３枚のパネル４を取り付け得るも
のであっても、例えば、最下段のパネル４を取り付けず、上段のパネル４と中段のパネル
４のみを取り付けるようにするなど、取り付け枚数や取付態様は、実施態様に応じて適宜
変更可能である。
【００５２】
　天井レール１を、その断面形状が下向きコ字状のものとしているが、例えば、Ｈ字状の
ものとするなど、断面形状は本実施形態に限られるものではない。
【００５３】
　同様に、支柱２、中間部材５、パネル離間抑制部材６、所定の取付部材たる掛止具Ｇな
どの形状や材質等も本実施形態に限られるものではなく、実施態様に応じて適宜変更可能
である。
【００５４】
　また、パネル４の面板部４１の上端部に形成している被係合部４２を、前記面板部４１
の下端部にも同様に形成してもよい。これにより、パネル４を上下逆にしても、パネル４
の上端側あるいは下端側に設けた被係合部４２のうちいずれか一方を、パネル離間抑制部
材６の側壁６２の上端部に係合させることができ、作業性がさらに向上する。
【００５５】
　また、本実施形態では、支柱２の外側に、パネル４の側方と支柱２の側方とを覆う外カ
バー８を設けるようにしているが、実施態様に応じて設けないようにすることもできる。
【００５６】
　また、最上段に取り付ける１枚のパネル４に対して１つのパネル離間抑制部材６を配置
するようにしているが、複数のパネル離間抑制部材６を配置するようにしてもよい。
【００５７】
　その他、各部の具体的構成についても上記実施形態に限られるものではなく、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の一実施形態に係るパネルの離間抑制構造を適用した間仕切パネルを示す
斜視図。
【図２】同実施形態における間仕切パネルの縦断面図。
【図３】同実施形態における間仕切パネルの横断面図。
【図４】同実施形態におけるパネルの離間抑制構造の要部を示す部分分解斜視図。
【図５】同実施形態におけるパネルの離間抑制構造の要部を示す縦断面図。
【符号の説明】
【００５９】
Ａ・・・・・間仕切パネル
Ｃ・・・・・天井
Ｆ・・・・・床
Ｇ・・・・・所定の取付部材（掛止具）
ＷＤ・・・・隣接する支柱２間の寸法
１・・・・・天井レール
２・・・・・支柱
４・・・・・パネル
５・・・・・中間部材
６・・・・・パネル離間抑制部材
１２・・・・垂下壁
１ｈ・・・・天井レール１の高さ寸法
１ｗ・・・・天井レール１の奥行き寸法
４１・・・・面板部
４２・・・・被係合部
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５１・・・・頂板
５２・・・・垂下板
５ａ・・・・丸孔部
５ｈ・・・・中間部材５の高さ寸法
５ｗ・・・・中間部材５の奥行き寸法
５ｘ・・・・中間部材５の天井レール１に沿った寸法
６１・・・・底壁
６２・・・・側壁
６３・・・・端壁
６ａ・・・・長孔部
４２１・・・水平要素
４２２・・・屈曲要素
５２１・・・垂下板５２の面部
６２１・・・鍔部

【図１】 【図２】
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